
平成 ２９年度　上　半期　指定管理者管理運営状況シート 様式３

●施設の概要

所管課

公募 非公募

使用料 利用料金 料金徴収なし

●利用状況

Ａグラウンド Ｂグラウンド 芝生広場 駐車場（単独利用）

上半期 7,160 18,815 3,200 180

下半期 5,760 14,844 4,250 5,525

利用者合計 12,920 33,659 7,450 5,705

上半期 6,265 16,901 13,270 6,071

下半期 6,252 15,012 13,707 5,023

利用者合計 12,517 31,913 26,977 11,094

上半期 6,587 18,515 10,701 4,571

下半期 7,780 16,266 11,928 4,187

利用者合計 14,367 34,781 22,629 8,758

上半期 7,504 18,512 11,057 4,632

下半期 6,431 14,232 10,382 4,321

利用者合計 13,935 32,744 21,439 8,953

上半期 6,775 18,081 12,138 5,225

利用者合計 6,775 18,081 12,138 5,225

41,705

35,366

77,071

Ｈ２５年度

40,374

40,161

80,535

Ｈ２８年度

Ｈ２９年度

42,219

0

42,219

42,507

39,994

82,501

利用者合計

29,355

30,379

59,734

Ｈ２６年度

Ｈ２７年度

施設名 北西部運動公園 都市建設部  公園整備課

所在地 岐阜市曽我屋８丁目

指定管理者名 昭和造園土木　株式会社

施設の設置目的
約7.7haの北西部プラント（下水処理場）の上部利用として、約5.1haを有効活用し広域なレクリエーション
の場となる総合的な運動施設を持つ拠点施設の運動公園として平成20年3月31に設置。

施設概要
・開設面積５０，８４０㎡
・主な施設【グラウンド（芝）、グラウンド（土）、照明施設、芝生広場】
・その他の施設【管理事務所、トイレ、休憩所、駐車場、園路など】

指定期間 平成２９年　４月　１日  ～  平成３４年　３月３１日

選定方法

料金制

指定管理委託料(年額)  ４４，１７２，０００円
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●業務の履行確認

⑧広報の方策について

・毎週１回以上、芝生グラウンドの施工及び管理に従事し経験年数ニ十年超
のベテラン社員による管理のもと、天候等の変化による芝生の生育状態を確
認しながら、その状況に応じた処置を実施することで、良好なコンディショ
ンを保持。（施肥、灌水、防除、刈込み、エアレーション等）
・利用者には状況に応じた注意看板等を掲示し、公園利用でのルールを守る
ように啓発を実施。

・毎日、朝、昼、晩　の計3回　常駐管理人によりチェックシートを用いて破
損等がないかの確認。
・破損等が発見された場合は、「施設設備破損亡失等発見報告書」「気づい
たことシート」により報告し、適切な対策を講じるよう連絡網を整備。

・公園内植栽は、植栽木の特性を理解し、花芽が十分つくように時期に応じ
て景観を重視しながら専門業者により刈込み等を実施。
・公園に隣接する堤防は、生物の生育環境を保持するため、産卵期等を勘案
し時期を定め草刈りを実施。
・樹木等の状態をみながら、消毒等の実施（場所を勘案し物理的防除、化学
的防除の選択、実施）
・枯木等の補植。

・ホームページによる情報発信
・地域情報紙によるイベント情報の発信
・イベント時は他施設等を用いて情報の発信
・無料wifi接続時に当公園ホームページに接続するよう設定

④Ｂグラウンドの維持管理

供用日：1月4日から12月28日まで（毎週月曜日休み）

グラウンド（芝）　4月～10月まで　　　7:00～17:00
　　　　　　　　　1,2,3,11,12月　　　9:00～17:00
グラウンド（土）　4月～10月まで　　　7:00～21:00
　　　　　　　　　1,2,3,11,12月　　　9:00～21:00

供用日・時間の遵守、施設貸付、利用受付に関しては、「岐阜市公共施設予
約システム」並びに岐阜市役所からの連絡により、管理棟にて受け入れ

③Ａグラウンド（天然芝）の
維持管理

・芝生グラウンドの施工及び管理に従事し経験年数ニ十年超のベテラン社員
による管理の元、芝生の状態を確認しながら天候、気候を勘案し、その状況
に応じた処置を実施することで良好なコンディションを保持。
（施肥、灌水、防除、刈込み、エアレーション等）

②有料公園施設（供用日・時
間の遵守、施設貸付）

・毎週1回以上　(原則　月曜日等の休園日）　十年超の経験を持つグラウン
ドキーパーによる指導の元、グラウンド整備を実施。
・利用者にはグラウンド使用後、簡易なトンボがけをお願いし、良好なコン
ディションを維持。

区　分
確　認　事　項

（運営業務について）
履　行　状　況（実施内容・時期等）

①公園全般の業務の実施

・昭和造園土木㈱より所長、副所長を配置し、常駐管理者は（公財）シル
バー人材センターより6名のシフトにより運営（3交代制）。維持管理業務、
修繕及び緊急時の出動要員として昭和造園土木㈱より9名を配置。それら組織
を統括するため本部長を配置。
　1)　6:30～21:30(4月～10月）　2)　7:30～21:30(11月～3月）
　※Ｂグラウンド夜間利用がない場合は19:30に施錠
　※休園日に関しては、同上時間にて駐車場の開放（施錠は19:30)

利用者

サービス

⑤芝生広場の維持管理

⑥駐車場及びその他施設の維
持管理（トイレ、更衣室、器
具庫等）

⑦公園内植栽及び周辺草地の
維持管理
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履行状況 実施月

1)実施
2)実施

1)4月～
2)4月～

1)実施 1)4月～

1)実施
2)実施

1)4月～
2)4月～

1)実施 1)4月～

1)実施
2)実施

1)4月～
2)4月～

1)実施 1)4月～

1)実施
2)実施

1)4月～
2)6月

1)実施
2)実施
3)実施
4)実施
5)新規実施
6)新規実施

1)4月～
2)4月～
3)4月～
4)6月～
5)5月～
6)7月～

1)実施
2)実施

1)4月～
2)4月～

区　分

①Ａグラウンド（芝グラウン
ド）
1)排水性を考慮したグラウン
ドの微妙な勾配管理
2)現在までの高度な維持管理
の継続

②芝生広場
1)利用者サービス向上のた
め、通年利用できるように維
持管理を実施。

芝生コンディションを確認しながら、利用者
に利用範囲を示すことで、状態の維持を図っ
ている。スパイク利用者の増加と共に芝生の
損傷が進んだため、スパイクでの利用禁止及
び、踏圧、擦り切れに強いティフトン苗での
補植を行った。

1)ローラースケート、ラジコン等で駐車場を
利用される場合は、他施設利用に伴う駐車場
の混雑度を勘案し、エリアを指示し利用者の
安全性を確保
2)公園内のグラウンド利用者による駐車台数
を勘案しながら、駐車場のみの利用者を受け
入れ対応

・園内巡回数を増加。
・声かけ等常駐管理人への教育訓練。
・他機関（警察、消防、近隣学校）への情報
提供。

⑧利便性
1)Ａグラウンド隣接管理棟
に、無料Wifiスポット運営中
2)閉園時間がわかるように移
動式看板を追加し明示
3)移動式灰皿を購入し、分煙
の実施
4)Ｂ管理棟に自販機を設置
5)熱交換塗料の塗布
6)ミストホースの設置

1)1日15分×4回
キャリアフリー(誰でも使用可）
※使用範囲は駐車場へ向けておおよそ70m程度
2)本日の閉園時間（移動可能）
3)グラウンド利用時のみ灰皿を設置
4)Ｂ管理棟を改修し、飲料水、アイスクリー
ム、菓子、パン等の自販機を設置
5)Aグラウンド周囲にあるカラー舗装部分に熱
交換塗料を塗布
6)ABグラウンド入口にミストホースを設置

1)人力による除草作業で対応
　特定作業者でなく、運営に係わる全ての人
間でこまめに除草。芝生広場利用者による清
掃、除草活動の協力
2)Aグラウンド東側に30基設置

区分

自主事業・提案事業

常駐管理人以外が施設内の整理状況を確認
（月1回）
管理棟Ａ、Ｂ／器具庫Ａ、Ｂ

確　認　事　項
履　行　状　況

備　　　　考

⑨安全性の向上
1)駐車場入り口、Ｂグラウン
ドトイレ前に向けて防犯カメ
ラ(2基)の設置(24h稼働)合わ
せてダミーカメラの設置(2基)
2)カラーコーン等による利用
者誘導

1)防犯カメラ、ダミーカメラ稼働中
※防犯カメラ設置済み看板掲示
2)公園利用団体が複数になる場合に、団体に
応じた駐車位置の明示と誘導を行うことで利
便性の確保と、歩行者の安全性の確保を行っ
ている。

③照明
1)省電力化のため特定規模電
気事業者（PPS）に切り替え
2)点灯時間をタイマーにより
切り替え

1)新たに業者を選定し、より安価な事業者に
切り替えた。
2)時期に応じて、点灯時間を調整し、省電力
化に努めている。
※夏期　19:30点灯／冬季　17:30点灯　等

④建物
1)５Ｓ（整理、整頓、清掃、
清潔、躾）を実施して整理整
頓

⑤駐車場・外構
1)公園利用者以外の利用者
（ローラースケート等）に対
する注意
2)駐車場のみの利用

⑥メンテナンス設備
1)いたずら防止対策

⑦修景
1)雑草による植栽木の被圧
2)プランター内の植栽
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1)実施
2)実施
3)実施
4)実施
5)実施
6)実施
7)新規実施

1)4月～
2)4月～
3)4月～
4)4月～
5)4月～
6)6月24日
7)8月4日,5日

履行状況 履行実施月

実施 4月～

実施 4月～

実施 4月～

実施 4月～

実施 4月～

実施 4月～

実施 4月～

区　分 確　認　事　項
履　行　状　況

備　　　　考

自主事業・提案事業

①建物、工作物、設備維持管
理業務

毎日、朝、昼、晩　の計3回　チェックシート
を用いて破損等がないかの確認。

③保安警備業務
管理人を常駐し、業務を遂行した。（閉園時
は施錠の徹底）

⑩他団体との連携
1)ＦＣ岐阜応援メッセージの
募集掲示
2)ＦＣ岐阜応援のぼりの設置
3)ＦＣ岐阜練習時のサポー
ター導線確保(ＦＣスタッフと
協議により立ち入り禁止等の
処置）
4)ＦＣ岐阜配布物の配布
5)ＦＣ岐阜　ecoサポ　ゴミ収
集ボックスの設置
6)7)他団体との連携によるイ
ベントの開催

1)来園者にＦＣ岐阜応援メッセージを募集、
掲示
2)ＦＣ岐阜利用時に東西道路際にのぼりを掲
示、選手グラウンド入り口に応援旗を掲示
し、来園者にアピール
3)ＦＣスタッフと協議によりファンサービス
エリア、立ち入り禁止、スタッフ専用駐車場
等の規制
4)年間スケジュール、ファンクラブ申し込み
等
5)金曜日に定期回収
6)6月24日　ＦＣ岐阜サッカー教室
　主催：明治安田生命
　後援：昭和造園土木㈱
　内容：小学1年生～6年生74名と
　　　　ＦＣ岐阜選手
　　　　ＦＣ岐阜スクールコーチによる
　　　　サッカー教室

7)8月4日、5日　第40回　岐阜・鈴鹿サッ
カー少年団交歓会
　主催：岐阜・鈴鹿サッカー少年団交歓会
　　　　事務局
　共催：昭和造園土木㈱
　　　　㈱岐阜フットボールクラブ
　　　　ＦＣ岐阜
　後援：岐阜新聞・ぎふチャン
　内容：岐阜市9チーム、鈴鹿市9チーム
　　　　によるサッカー大会

⑤便所清掃業務

・男子トイレ　毎日実施
・女子トイレ・多目的トイレ　火、金実施
・シャワー室　使用後毎回実施
・専門業者による清掃月1回
・シャワー室　7,8,9月　各1回

⑦植物管理業務について
樹木管理

ビオトープ管理士、自然工法管理士等の資格
を持つものが生物の生息環境の状態を確認し
た。
グリーンドクター並びに技能士等の資格を有
するものの管理の元、剪定、草刈りの時期等
を勘案し、樹木管理,刈り込み等を実施した。

施設管理

毎日、朝、昼、晩　の計3回　チェックシート
を用いての清掃を実施した。また、専門業者
による除草作業及び近隣堤防の除草。

②自家用電気工作物保守点検
業務

④園内清掃業務

中部電気保安協会による。（月１回）

⑥水位上昇時の施設撤去業務
防災情報の確認　気象台・岐阜市HP等、
ニュースにより確認。緊急時連絡体制を明確
化している。
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●利用者評価

利用者アンケートの
実施状況

1)全グラウンド利用団体代表者に　「利用表」を記入して貰い、「連絡＆要望事項」欄にて聴取。
2)ＦＣ岐阜と密に連携し、対応を行っている。
3)その他各管理人がヒアリングした事項については、日報、連絡帳、管理人会議にて随時、報連相を実施。

利用者アンケートの
実施結果

1)4月～9月実績130件
2)随時
3)月1回管理人会議　その他随時実施

利用者からの
要望・苦情と
対処・改善

①備品庫内のサッカーボールを処分してほしい。
　→今後、処分する予定である。
②メジャーの破損があった。
　→新規にて購入済みである。
③コーナーフラッグ杭の紛失があった。
　→他団体が間違えて持ち帰っていたため、後日、返却があった。
④Ａグラウンド南側に手洗い場を設置してほしい。
　→現在、新設の予定はないため、現状での使用をお願いしている。

施設修繕

修繕実施状況
・迅速な修繕の実施
・指定管理者のノウハウを生かした修繕・整
備

修繕実施状況
・Ｂグラウンド器具庫床張替え（4月）
・ラインカー、机等清掃及び修繕（4月）
・Ａグラウンド周囲フェンスネジ締めなおし（5月）
・Ａグラウンド熱交換塗料塗布（5月）
・Ａグラウンドゴールネットフック取り替え（5月）
・Ｂグラウンドメジャー交換（6月）
・注意喚起　掲示板の更新（7月）
・Ａグラウンドコーナーフラッグ追加　8本
　フラッグのみ12枚（7月）
・Ｂグラウンド照明盤修理（8月）

危機管理・
法令遵守

その他の留意事項、関係法令の遵守、個人情
報の保護、非常時の対応策について

1)公園に対するクレームは、丁寧に話を聞き、迅速な対応に
努めている。
2)法令遵守に努め、企業行動として模範となるよう努めてい
る。
3)守秘義務について全体会議で徹底し、取得物の確認などで
の個人情報保護に努めている。
4)掲示物等で氏名の公表を行う可能性がある際にはそれを明
示し、掲示可能な氏名として記入して頂いている。
5)北西部運動公園の各マニュアル、緊急連絡網等を元に、危
機管理体制を確立している。
6)時期に応じた利用者に潜む危険性（雷、熱中症、台風等）
について資料を収集し、月１回開催の管理人会議にて継続教
育を実施。

区　分 確　認　事　項 履　行　状　況（実施内容、時期等）
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●指定管理者の選定基準に基づく評価

指定
管理者

所管課
評価

委員会

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

○スタッフ（採用予定者も含
む）の配置は適正なものと
なっている

有料公園施設の利用促進に対
する評価

○有料公園施設の収入増加を
図るための方策を実施してい
る

その他経費縮減について応募
者の独自提案

○経費縮減について応募者の
独自提案を実施している

効率性

事業計画
書の内容
が、管理
経費の縮
減が図ら
れるもの
であるこ

と

区 分

事業計画
書の内容
が、対象
施設の効
用（設置
目的）を
最大限発
揮するも
のである

こと

効果性

○「公の施設」を運営・管理
するという基本的な考え方を
有し業務を遂行している

住民の平
等利用が
確保され
ること

公平性
透明性

選定基準

市民が平等に利用できるため
の基本的な考え方についての
評価

○管理の質及び利用者サービ
スの向上に対する具体的な方
策を実施している

区分評価

○その他公園の設置目的を最
大限に発揮できるような独自
提案について実施している

その他応募者の独自提案

○当該公園全体の利用促進に
対する方策を実施している

○利用者ニーズや苦情に対す
る把握方策及びその対応策を
実施している

管理の質及び利用者サービス
の向上に対する取り組みにつ
いての評価

○有料公園施設を利用者が快
適に利用できるための方策を
実施している

○グラウンド（土）の維持管
理の方策について実施してい
る

評　価　項　目

○当該都市公園について、広
く利用情報を公開、発信する
姿勢、方策を実施している

区分評価

有料公園施設運営に対する考
え方についての評価

事業計画書の内容における基
本的な考え方についての評価

○各施設の維持管理のため、
各施設の特性を理解して管
理・運営している

○施設（有料公園施設につい
ては除く）の維持管理のた
め、安全性、機能保全、快適
性を確保する管理・運営を実
施している

○公園利用者が快適に過ごす
ことのできる芝生管理、草
刈、樹木剪定を実施している

園内の施設等管理に対する考
え方についての評価

「事業計画書の内容が管理経
費の縮減が図られるものであ
ること」に対する基本的な考
え方についての評価

○当該公園の効用が最大限に
発揮できるための、効率性の
高い業務を遂行している

区分評価

管理に係る経費の縮減に対す
る取り組みについての評価

○指定管理経費を縮減するた
めの方策を実施して、指定管
理料に反映されている

○グラウンド（芝）の維持管
理の方策について実施してい
る

具体的な業務要求水準

評　　価

○有料公園施設や駐車場の利
用について平等性を保つ姿勢
や方策を実施している

○法令等で禁止されている行
為、危険行為、迷惑行為につ
いて使用の制限などを実施し
ている

当該都市公園に関する情報の
公開、広報の方策についての
評価
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指定
管理者

所管課
評価

委員会

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

貢献性

事業計画
書の内容
が、岐阜
市あるい
は施設が
ある特定
の地域
（以下

「地元」
とい

う。）の
振興、活
性化など
に貢献で
きるもの
であるこ

と

事業計画書が地元活性化、地
元に貢献できる内容であるか
の評価

○災害発生後の対応につい
て、罹災状況の確認と早急な
復旧をする態勢が整っている

区分評価

○地元での社会活動を具体的
に実施している

○公園の特徴を理解し、地元
への配慮等を実施している

○地元の法人その他の団体の
育成施策を実施している

○地元の住民、高齢者、障害
者等の雇用が確保されている

緊急時における対応について
の評価

○事故を予防するための体制
が整っている

○事故の発生時に被害者への
対応及び施設の復旧などの方
策を実施している

○大雨、地震などの災害発生
が予想されるとき、または発
生した時の体制が整っている

安定性
安全性

区分評価

事業計画
書に沿っ
た管理を
安定して
行う物的
能力、人
的能力を
有してい
ること

○異常があった際に、応急措
置を行う体制が整っている

当該団体の業務遂行能力につ
いての評価

○施設の日常点検、定期点検
など、異常を早急に発見しよ
うとする方策を実施している

評　価　項　目 具体的な業務要求水準選定基準

○法令を遵守する重要性や個
人情報保護について理解し、
情報の漏洩を防ぐための方策
を実施している

評　　価

○業務を遂行できるための安
定的な経営基盤を有している

○業務を遂行できる適正な団
体構成となっている

○組織及びスタッフ（採用予
定者も含む）の経歴、保有す
る資格が適正であり、ノウハ
ウ、専門知識等を使い管理し
ている

○業務を遂行するにあたり、
スタッフ（採用予定者を含
む）の管理、適正な監督体制
をとり、人材育成の方策を実
施している

区 分
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●指定管理者の取組みに対する自己評価(良否、課題と解決策など)

●所管課の意見

●指定管理者評価委員会の意見

今後の取組み

　利用者の声を聞きながらより使いやすい公園として、改善する箇所を模索し、公園運営に反映している。
　芝生広場については、スパイクシューズによる損傷等を原因として芝生の裸地部分が増加していたため、
市と協議の上、施設の維持管理に努めていく。
　

今期の取組み
に対する評価

　北西部運動公園の持つ特性を勘案し、利用者に対する満足度の向上に重きをおいて運営を行っている。開
園後、9年ほど経過したこともあり、電気関係の基盤等が交換の時期に入ってきている。
　熱交換塗料の塗布については、Ａグラウンド南側において実施し、塗布した箇所では5℃～10℃程度の路面
温度の上昇抑制効果があった。「塗布した箇所が涼しい。」等の利用者から良い意見を得ることができた。
また、グラウンド利用者が試合や練習の合間に、熱中症とならないよう、ＡＢグラウンド入口付近にミスト
ホースを設置した。これについても、利用者から好評を得ることができた。
　他団体との連携については、6月に明治安田生命とＦＣ岐阜のサッカー教室を開催した。また、8月には岐
阜市サッカー協会が鈴鹿市サッカー協会と毎年開催している岐阜・鈴鹿サッカー少年団交換会が行われた。
今回は40周年の記念大会であったため、協賛企業として選手に参加賞である木製のメダルを提供した。これ
によって、他団体との連携と共に地域に貢献することができている。
　修繕については、Ｂグラウンドの照明盤の修理や裸地部分の回復を促すため、芝生広場におけるティフト
ン芝のポット苗の補植を実施した。また、ＦＣ岐阜スタッフと共に飛騨市古川のサッカー施設の見学に訪
れ、Ａグラウンドのウィンターオーバーシーディング（ＷＯＳ）に向けて、念入りな準備を行った。

前回までの意見を
踏まえた取組み状況

・積極的な自主事業の開催や青少年へのスポーツによる育成施策を実施している点を評価することができる。
・一般利用者に対する利用者アンケートを実施し、ニーズや苦情などの情報収集に努めていただくようお願いする。
・今後、利用者増加にむけて、より一層の利用者サービスの向上やハード面の整備などに努めていくよう期待する。

　グラウンドコンディションの維持については、常に状態を確認し、実行可能な方策を実施している。
　芝生広場については、スパイクシューズの使用禁止し、芝生の回復を促した。また、踏圧及び擦り切れに
強いティフトン苗での補植を行った。なお、9月初旬までの降水量が多かったため、芝生の生育については良
好であると認められる。

・全ての業務において着実に履行できている。
・使用頻度の高いＡグラウンド（芝生）の維持管理について、プロサッカーチームが要求する水準であるレベルの高いグラウンド状
態の維持管理を継続して実行できている。また、Ａグラウンド付近において熱交換塗料の塗布を行い、路面温度を抑制する効果を発
揮できている。
・技術育成と健全な心身の発育を目指して、ＦＣ岐阜サッカー教室の開催や岐阜・鈴鹿サッカー少年団交歓会に協力し、数多くの参
加者を獲得して好評を得て、利用者サービスの向上を図ることができている。

　以上により、管理運営の状況は、協定書の内容に基づき「良好」であると認められる。
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